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介護保険制度の見直しで期待される住民の役割
～お互いに支え合い、いきいきと健康に過ごせるまちを目指して～

国　税
鎌倉税務署からのお知らせ

国税に関する相談について

町からのご案内 ー 拡大版 ー

　平成26年分所得税等の確定申告に
ついて税務署で相談する場合には、
２月６日（金）から３月16日（月）まで
の開設期間（土・日・祝日除く）にお
越しください。
相談時間　9 時～ 17 時
※受付開始は8時30分です。混雑時

には受付を早めに締め切る場合が
ありますので、なるべく16時ごろ
までにお越しください。
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には受付を早めに締め切る場合が
ありますので、なるべく16時ごろ
までにお越しください。

　葉山町は県内でも高齢化率が高く、
介護保険制度が施行された平成12年
10月の65歳以上の人口は6312人、高
齢化率20.1㌫でしたが、今年10月では、
9986人、29.8㌫まで上昇しています。
そしてこれからも、団塊の世代を中
心に65歳以上の人口は増加し続けて
いくと見込まれます。
　団塊の世代が全員75歳以上となる
平成37（2025）年を見据え、今後も介
護保険制度を持続可能なものとする
ため、来年度から介護保険法の見直
しが予定されていますが、その中で、
行政とともに地域の役割がますます
重要になってきています。
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　そこで今回は、地域包括ケアを研
究している聖隷クリストファー大学
の太田貞司教授に「介護保険制度の
見直しで期待される住民の役割」に
ついて講演していただきます。
日時　1 月 19 日（月）
　14 時～ 16 時
場所　福祉文化会館　大会議室
対象　町在住在勤者
定員　100 人（先着順）
費用　無料
申込み・問合せ
　葉山町社会福祉協議会
　☎875－9889
締切　12 月 22 日（月）
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確定申告書作成会場の開設

　税務署の駐車場は、申告書作成会
場設置のため４月下旬までは利用で
きません。公共交通機関等でお越し
ください。

　税務署では、納税者サービスの向
上を図るため、具体的な書類や事実
関係を確認する必要があるなど、電
話での回答が困難な相談については、
事前予約をお願いしています。
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　ただし、所得税等の確定申告につ
いて申告書作成会場で相談する場合
には事前予約は不要です。
◆事前予約◆
鎌倉税務署　☎0467－22－5591
※自動音声に従って「２」を押す
①個人の申告は、内線 212 ～ 4
②相続・贈与は、内線 252
③法人や源泉所得は、内線 362 ～ 4
※事前予約なしで来署した場合、予

約の人を優先します。

　ただし、所得税等の確定申告につ
いて申告書作成会場で相談する場合
には事前予約は不要です。
◆事前予約◆
鎌倉税務署　☎0467－22－5591
※自動音声に従って「２」を押す
①個人の申告は、内線 212 ～ 4
②相続・贈与は、内線 252
③法人や源泉所得は、内線 362 ～ 4
※事前予約なしで来署した場合、予
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駐車場は利用できません

個別的な相談の事前予約

持ち物　建築確認通知や建物平面図、
　または間取り図、印鑑
申込み　都市計画課の窓口か電話で
　お申込みください。　☎内線 354
締切　12 月 16 日（火）
★相談後、下記診断も実施できます。

資　源 容器包装プラスチックの品質検査

　町の容器包装プラスチックのリサ
イクル状況は、皆さんのご協力によ
り良好に行われています。しかし汚
れたものが混入しているためにきれ
いなものまで汚してしまったり、異
物が混入してリサイクルできなかっ
たりする場合が一部見受けられまし
た。

　平成 25 年度は、約 440 ㌧をリサ
イクル業者に引き渡しましたが、容
器包装プラスチック以外のごみは町
へ返却され、再び処理業者に引き渡
して処分しました。
　今後も引き続き、分別にご協力を
お願いします。

プラマークの確認を！
　容器包装プラスチックとは、商品
が入っていたプラスチ
ック製の容器や商品を
包装しているもので、
プラマークがついています。
汚れは取り除こう！
　お弁当の容器など、食べ物などの
汚れは軽くゆすいで取り除きましょ
う。ただし、付着物を取り除くこと
が困難な場合には、プラスチックご
みとして出してください。
問合せ　クリーンセンター
　☎876－1153
　環境課　☎内線 451 ～ 4

日時・場所
12月17日（水）町役場２階会議室
20日（土）町役場 1 階 食堂
各日13時15分～17時
対象（①～③すべてに該当）
①町民が所有し、自ら居住している

②昭和56年5月31日以前に建築また
は工事に着手した

③地上3階建て以下の木造在来工法・
枠組壁工法の戸建て住宅・二世帯
住宅・店舗兼用住宅
予定件数　40件（20件／日）

汚れをとって出しましょう！

木造住宅の無料耐震相談会
《昭和56年5月31日以前の建築物が対象です》

耐　震

補助金の対象となる事業

※相談会に参加せずに、耐震診断（有料）を希望する人は、都市計画課窓口でご相談ください。

各事業に係る金額の概要
補助金額 自己負担額総額

簡易診断
一般診断・

耐震改修計画書の作成
耐震補強図面の作成
耐震補強工事の監理

専門の診断士が現地確認・診断
簡易診断で総合評点（*1）が 1.0 未満の場合、

より専門的な観点から診断と基本的な改修計画を作成
上の診断に基づき、補強工事図面を作成

耐震補強工事の施工を監理

3 万円

5 万円

*1 が 1.0
未満の場合

12 万円
3 万円

2 万円

2.5 万円

上限 30 万
円の工事費
1/2 など

6 万円
1.5 万円

1 万円

2.5 万円

残　額

6 万円
1.5 万円

耐震補強工事図面に基づき工事耐震補強工事

▲汚れが付着したものや混入した異物



みんなが幸せに
暮らせる葉山町を

考えてみませんか？

17

広
報
は
や
ま
12
月
号

16

講演会

PICK　UP　HAYAMA　INFORMATION

介護保険制度の見直しで期待される住民の役割
～お互いに支え合い、いきいきと健康に過ごせるまちを目指して～

国　税
鎌倉税務署からのお知らせ

国税に関する相談について

町からのご案内 ー 拡大版 ー

　平成26年分所得税等の確定申告に
ついて税務署で相談する場合には、
２月６日（金）から３月16日（月）まで
の開設期間（土・日・祝日除く）にお
越しください。
相談時間　9 時～ 17 時
※受付開始は8時30分です。混雑時

には受付を早めに締め切る場合が
ありますので、なるべく16時ごろ
までにお越しください。

　平成26年分所得税等の確定申告に
ついて税務署で相談する場合には、
２月６日（金）から３月16日（月）まで
の開設期間（土・日・祝日除く）にお
越しください。
相談時間　9 時～ 17 時
※受付開始は8時30分です。混雑時

には受付を早めに締め切る場合が
ありますので、なるべく16時ごろ
までにお越しください。

　葉山町は県内でも高齢化率が高く、
介護保険制度が施行された平成12年
10月の65歳以上の人口は6312人、高
齢化率20.1㌫でしたが、今年10月では、
9986人、29.8㌫まで上昇しています。
そしてこれからも、団塊の世代を中
心に65歳以上の人口は増加し続けて
いくと見込まれます。
　団塊の世代が全員75歳以上となる
平成37（2025）年を見据え、今後も介
護保険制度を持続可能なものとする
ため、来年度から介護保険法の見直
しが予定されていますが、その中で、
行政とともに地域の役割がますます
重要になってきています。

　葉山町は県内でも高齢化率が高く、
介護保険制度が施行された平成12年
10月の65歳以上の人口は6312人、高
齢化率20.1㌫でしたが、今年10月では、
9986人、29.8㌫まで上昇しています。
そしてこれからも、団塊の世代を中
心に65歳以上の人口は増加し続けて
いくと見込まれます。
　団塊の世代が全員75歳以上となる
平成37（2025）年を見据え、今後も介
護保険制度を持続可能なものとする
ため、来年度から介護保険法の見直
しが予定されていますが、その中で、
行政とともに地域の役割がますます
重要になってきています。

　そこで今回は、地域包括ケアを研
究している聖隷クリストファー大学
の太田貞司教授に「介護保険制度の
見直しで期待される住民の役割」に
ついて講演していただきます。
日時　1 月 19 日（月）
　14 時～ 16 時
場所　福祉文化会館　大会議室
対象　町在住在勤者
定員　100 人（先着順）
費用　無料
申込み・問合せ
　葉山町社会福祉協議会
　☎875－9889
締切　12 月 22 日（月）

　そこで今回は、地域包括ケアを研
究している聖隷クリストファー大学
の太田貞司教授に「介護保険制度の
見直しで期待される住民の役割」に
ついて講演していただきます。
日時　1 月 19 日（月）
　14 時～ 16 時
場所　福祉文化会館　大会議室
対象　町在住在勤者
定員　100 人（先着順）
費用　無料
申込み・問合せ
　葉山町社会福祉協議会
　☎875－9889
締切　12 月 22 日（月）

確定申告書作成会場の開設

　税務署の駐車場は、申告書作成会
場設置のため４月下旬までは利用で
きません。公共交通機関等でお越し
ください。

　税務署では、納税者サービスの向
上を図るため、具体的な書類や事実
関係を確認する必要があるなど、電
話での回答が困難な相談については、
事前予約をお願いしています。

　税務署の駐車場は、申告書作成会
場設置のため４月下旬までは利用で
きません。公共交通機関等でお越し
ください。

　税務署では、納税者サービスの向
上を図るため、具体的な書類や事実
関係を確認する必要があるなど、電
話での回答が困難な相談については、
事前予約をお願いしています。

　ただし、所得税等の確定申告につ
いて申告書作成会場で相談する場合
には事前予約は不要です。
◆事前予約◆
鎌倉税務署　☎0467－22－5591
※自動音声に従って「２」を押す
①個人の申告は、内線 212 ～ 4
②相続・贈与は、内線 252
③法人や源泉所得は、内線 362 ～ 4
※事前予約なしで来署した場合、予

約の人を優先します。

　ただし、所得税等の確定申告につ
いて申告書作成会場で相談する場合
には事前予約は不要です。
◆事前予約◆
鎌倉税務署　☎0467－22－5591
※自動音声に従って「２」を押す
①個人の申告は、内線 212 ～ 4
②相続・贈与は、内線 252
③法人や源泉所得は、内線 362 ～ 4
※事前予約なしで来署した場合、予

約の人を優先します。

駐車場は利用できません

個別的な相談の事前予約

持ち物　建築確認通知や建物平面図、
　または間取り図、印鑑
申込み　都市計画課の窓口か電話で
　お申込みください。　☎内線 354
締切　12 月 16 日（火）
★相談後、下記診断も実施できます。

資　源 容器包装プラスチックの品質検査

　町の容器包装プラスチックのリサ
イクル状況は、皆さんのご協力によ
り良好に行われています。しかし汚
れたものが混入しているためにきれ
いなものまで汚してしまったり、異
物が混入してリサイクルできなかっ
たりする場合が一部見受けられまし
た。

　平成 25 年度は、約 440 ㌧をリサ
イクル業者に引き渡しましたが、容
器包装プラスチック以外のごみは町
へ返却され、再び処理業者に引き渡
して処分しました。
　今後も引き続き、分別にご協力を
お願いします。

プラマークの確認を！
　容器包装プラスチックとは、商品
が入っていたプラスチ
ック製の容器や商品を
包装しているもので、
プラマークがついています。
汚れは取り除こう！
　お弁当の容器など、食べ物などの
汚れは軽くゆすいで取り除きましょ
う。ただし、付着物を取り除くこと
が困難な場合には、プラスチックご
みとして出してください。
問合せ　クリーンセンター
　☎876－1153
　環境課　☎内線 451 ～ 4

日時・場所
12月17日（水）町役場２階会議室
20日（土）町役場 1 階 食堂
各日13時15分～17時
対象（①～③すべてに該当）
①町民が所有し、自ら居住している

②昭和56年5月31日以前に建築また
は工事に着手した

③地上3階建て以下の木造在来工法・
枠組壁工法の戸建て住宅・二世帯
住宅・店舗兼用住宅
予定件数　40件（20件／日）

汚れをとって出しましょう！

木造住宅の無料耐震相談会
《昭和56年5月31日以前の建築物が対象です》

耐　震

補助金の対象となる事業

※相談会に参加せずに、耐震診断（有料）を希望する人は、都市計画課窓口でご相談ください。

各事業に係る金額の概要
補助金額 自己負担額総額

簡易診断
一般診断・

耐震改修計画書の作成
耐震補強図面の作成
耐震補強工事の監理

専門の診断士が現地確認・診断
簡易診断で総合評点（*1）が 1.0 未満の場合、

より専門的な観点から診断と基本的な改修計画を作成
上の診断に基づき、補強工事図面を作成

耐震補強工事の施工を監理

3 万円

5 万円

*1 が 1.0
未満の場合

12 万円
3 万円

2 万円

2.5 万円

上限 30 万
円の工事費
1/2 など

6 万円
1.5 万円

1 万円

2.5 万円

残　額

6 万円
1.5 万円

耐震補強工事図面に基づき工事耐震補強工事

▲汚れが付着したものや混入した異物


